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一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
安
心
で
き
る
医
療
の
実
現
の
た
め
、
医
師
不
足
や
救
急
医
療
な
ど
に
対
す
る
不
安
を
一
日
も
早
く
解
消

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
昨
年
五
月
に
政
府
・
与
党
で
取
り
ま
と
め
た
「
緊
急
医
師
確
保
対
策
に
つ
い
て

」
に
加
え
、
「
経
済
財
政
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
〇
八
」
（
平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
二

〇
〇
八
」
と
い
う
。
）
や
本
年
七
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
社
会
保
障
の
機
能
強
化
の
た
め
の
緊
急
対
策
」
等
に
基
づ
き
、
救

急
医
療
、
産
科
・
小
児
科
医
療
等
の
地
域
に
お
い
て
必
要
な
医
療
の
確
保
、
医
師
養
成
数
の
増
員
、
勤
務
医
の
労
働
環
境
の

改
善
等
、
更
な
る
医
療
提
供
体
制
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
記
事
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
実
は
な
く
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
本
年
十
月
十
日
に
、
日
本
経
済
新
聞
社
に
対
し
、
当
該
記
事
に
つ
い

一



て
事
実
に
反
す
る
旨
の
抗
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
基
本
方
針
二
〇
〇
八
」
に
基
づ
き
、
早
急
に
過
去
最
大
程
度
ま
で
医
師
養
成
数
を
増
員
す
る
と
と
も

に
、
更
に
今
後
の
必
要
な
医
師
養
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二


